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項   目 軒や庇が重なる場合における一の建築物の取扱いについて 

取 扱 い 
一戸建ての住宅と開放性の高い自動車車庫（以下カーポートという）の軒・庇が重

なる場合で、一定の基準に適合する場合は別棟として取り扱う。 

解 説 

 

 この取扱いは、「一の建築物」の判断において、用途、規模を限定し、別棟として扱

う例を示すものです。 

 具体的には、以下のとおり 
 

 ＜別棟として扱う場合＞ 

以下のいずれにも該当する場合 

(1) 一戸建ての住宅とその附属建築物であるカーポートとの関係に限定する。 

(2) カーポートは下記の基準に適合するものであること。 

・側面が開放的であること。（車庫の周長の 1/2 以上が常時解放されていること。） 

・燃料の貯蔵（自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。）又は給油の用に

供しないこと。 

・同一敷地内における床面積の合計が 30 ㎡以内であること。 

(3) 建築物相互が構造的に十分な離隔がとれていること。 

(4) 軒・庇等の下部が外気に有効に開放されていること。 

(5) Ａ棟の軒・庇等の下部で、Ａ棟とＢ棟の重なり部分以外に屋内的用途が発生しな

いこと。（専ら歩行のみの利用は屋内的用途とは扱わない） 

【立面図】              【平面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構造的に十分な離隔：建築物相互の層間変形量の和 

適 用 区 域 長野県内全域 

附   則 
令和５年 10 月１日施行 

この取扱いは施行の日以後に軒や庇に重なりを生じた建築物に適用します。 

対 象 条 文 法第６条 

参   考 
S36.1.14 住発第 2 号 

2022年度版建築確認のための基準総則集団規定の適用事例（日本建築行政会議 編集） 

 

 

垂直距離：構造的に十分な離隔 

外気に有効に開放されていること 

A 棟 

B 棟 

水平距離：構造的に十分な離隔 

側面が開放されていること 

A 棟 
B 棟 
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関係条文の取扱い 

条文 内容 同一棟 別棟 備考 

法第６条 確認申請手続き 混構造となり３号該

当 

各々の構造、規模、

階数による 

 

法第 20 条 構造耐力 第２項により別の建

築物とみなす 

各々の棟に適用  

法第 23 条 22 条地域の外壁 同一棟間の延焼ライ

ンなし 

延べ面積合計 500 ㎡

以内の建築物は一の

建築物とみなし建築

物間の延焼ラインな

し 

 

法第 27 条 耐火建築物等 適用外（昭和 36 年住

発第２号に該当） 

同左  

法第 28 条第１項 カーポートに面する

開口部の有効採光 

原則として、水平距

離 0 以下のため有効

採光なし 

同左  

法第 28 条第２項 カーポートに面する

開口部の有効換気 

外気に開放されてい

るカーポートに面す

る開口部は有効とす

る 

同左 換気上有効な開口部

の前面空間の考え方

は排煙と同等 

法第 35 条 

令第 116 条の 2 

カーポートに面する

開口部の有効排煙 

外気に開放されてい

るカーポートに面す

る開口部は有効とす

る 

同左 排煙上有効な開口部

の前面空間は有効 25

㎝ 

（防火避難規定の解

説 2016（第 2 版）P78） 

法第 61 条 防火・準防火地域 同一棟間の延焼ライ

ンなし 

延べ面積合計 500 ㎡

以内の建築物は一の

建築物とみなし建築

物間の延焼ラインな

し 

開放自動車車庫の開

放部の取扱いについ

て（昭和 48 年住指発

第 110 号） 

県条例第 24 条 車庫等の構造 適用外（昭和 36 年住

発第２号に該当） 

同左  

県条例第 25 条 他の用途部分との区

画 

適用外（昭和 36 年住

発第２号に該当） 

同左  

 

 

 

 

 

 


